
ト
ク
ーー
ト
シ

ト
テ
モ
ト

徳
用

石
川
山
中
拠
郷
に
臨
す
る
部

古
川
。
松
任
械
に
尉
た
鏑
木
矧
信
の
一
族
に
、
尿
凶
徳

用
と
い
ふ
者
が
あ
っ
た
の
で
、
問
中
か
ら
分
村
し
た

際
そ
の
名
を
採
っ
た
の
だ
と
い
ふ
蹴
も
あ
る
が
、
白

山
富
町
政
経
文
元
年
七
』
品
川
六
日
の
文
科
に
、
航
に

惜
別
得
用
と
見
え
る
か
ら
、
そ
れ
は
縦
で
あ
る。

ト
h
y
ヤ
マ
シ
ョ
ウ
ザ
Z

モ
ン

徳
山
少
左
衛
門

一
に
少
を
肢
に
作
り
、
文
勝
に
も
作
る
。
徳
山
岳
兵

衛
川
努
の
父
。
天
正
八
年
柴
山
勝
家
容
が
一
向
宗
従

を
討
伐
し
た
後
、
従
業
制
御
幸
四
時
械
に
少
左
衛
門
を

也
い
て
之
を
守
ら
し
め
た
。

ト
ヲ
ヤ
マ
ナ
ホ
マ
サ

徳
山
直
政

泊
抑
制
五
兵
衛
。

則
努
の
子
。
抱
永
十
年
十

一
且
系
山
左
近

・
林
札
川
被

と
共
に
、
幕
府
の
巡
凶
伎
と
し
て
金
仰
に
来
た
。

ト
h
y
ヤ
マ
ノ
リ
ヒ
デ

徳
山
則
秀

甫
陀
太
閤
記

は
徳
，
山
に
作
る
。
天
正
四
年
加
引
の
一
授
は
、
大

山
明
寺
械
に
在
っ
た
総
川
氏
の
将
戸
女
凶
-止
を
攻
め
、

関
正
は
急
を
信
H
H
に
郁
じ
て
仮
を
求
め
た
。
信
長
ん

ち
民
正
を
召
泣
し
、
佐

Amm
m政
を
し
て
代
ら
し
め

た
の
で
、
出
M

政
は
蚊
地
天
跡
山
の
川
中
-m
削
れ
て
、
御

幸
四
掠
械
に
リ
巡
っ
た
。
時
に
則
禿
は
先
制
仰
の
将
で
あ
っ

た
が
、
自
ら
制
略
を
迦
ら
し
、
-
授
の
郎
将
林
七
助
・

内
山
四
郎
左
衛
門
を
誘
う
て
内
似
せ
し
め
、
凶
っ
て

終
ロ
却
に
城
を
陥
れ
る
こ
と
を
得
た
。
そ
の
後
則
努
は

日
に
脱
政
に
従
ひ
、
八
年
能
殺
の
地
引
門
川
股
・三
宅

長
時
間
が
融
制
旧
民
に
降
し
た
時
に
は
、
刈
努
命
ぜ
ら
れ

て
能
殺
の
段
妓
伎
と
な
り
、
九
年
信
長
に
よ
っ
て
松

任
城
に
包
か
れ
た。

十
一
年
柴
川
勝
家
の
羽
柴
禿
土
問

と
械
ふ
お
近
江
に
入
る
や
、
四
月
二
十
日
則
努
は
佐

久
川
同
開
放
の
先
鮮
と
な
っ
て
、
巾
川
前
努
の
大
山
田
川
酬

を
陥
れ
た
が
、
匁
日
の
敗
械
に
逃
げ
向
。
、
日
二
日

越
前
附
中
に
於
い
て
秀
吉
に
降
を
容
れ
た
。
こ
の
戦

後
川
努
は
訟
任
を
除
か
れ
、
前
川
利
家
に
臣
邸
し
た

し徳が
た )If、
。氏臨

に長
f上回
へ年
、 閉

そ三
の且
子 利
孫家
長必
〈去
務の
堅:i'}'
と日
L 出
て奔
jlt 1... 
E控て

ト
ク
ヨ
同γ

徳
用

J
ト
タ
モ

ト

徳
用
。

ト
テ
ラ
イ
ハ
チ
ロ
ウ

戸
会
伊
八
郎

長
州
の
入
。

又
忠
之
郎
、
後
伴
内
祐
之
池
・
祐
に
作
る
。
初
め
江

戸
の
商
品
秋
帆
に
胞
術
・兵
刊
で
築
城
製
を
首
ひ
‘
本

郷
元
町
に
設
を
附
い
て
敬
授
し
た
が
、
文
久
二
年
加

賀
車
問
に
略
せ
ら
れ
て
枇
術
館
の
敏
感
激
附
と
な
り
、

明
治
二
年
鈎
深
加
に
料
じ
て
測
飴
と
総
械
迎
用
と
を

敬
へ
、
航
前
山
市
行
微
を
諾
し
た
。
西
洋
釘
法
の
金
線
に

起
っ
た
は
、
伊
八
郎
を
以
て
ぬ
組
と
す
る
。

ト
グ
ラ
ヤ

マ

砥

蔽
山

江
沼
榔
坂

J

下
に
在
る
。

江
沼
芯
前
に
、
こ
の
村
に
砥
合
明
前
が
あ
旧
、
世
内

及，ひ
山
中
の
石
を
取
る
時
は
忽
然
と
し
て
風
が
起

る
。
依
に
七
且
よ

0
五
殺
成
抽
の
時
ま
で
、
他
村
の

祁
工
闘
の
市
の
入
る
こ
と
を
狭
ぜ
ら
れ
る
と
あ
る
。

眠
れ
明
訓
は
も
と
砥
山
岡
山
の
鎚
に
在
っ
た
も
の
で
、

式
の
日
也
榊
-
祉
で
あ
る
と
い
J
o
J
へ
キ
ジ
y
ジ
ヤ

日
位
制
批
。

弱
音E

J
テ
ー
ガ
イ
ド
ク
リ
ュ
ウ

ド
ヲ
リ
ュ
ウ

天
外
郷
加
。

ト
9
リ
ュ
ウ
ジ

徳
龍
寺

て
、
-
叫
宗
取
扱
に
凶
す
る
。

ト
h
y
リ
ン
ジ

徳
林
寺

腿
応
部
小
舟
に
経
っ
て
、

自
制
宗
に
凶
す
る
。
寺
記
に
、
永
純
凶
年
砲
門
寺
の

府
長
之
を
創
建
し
た
と
い
ひ
、
も
と
木
七
尾
に
ゐ

た
。ト

ヲ
レ
ン
ジ

徳
窪
寺

興
宗
商
振
に
印
刷
す
る
。

ト
9
レ
ン
ジ

徳
蓮
寺

良
宗
束
振
に
幽
す
る
。

ト
コ
ロ
ジ
マ
リ

金
制
仰
千
日
町
に
在
つ

m
明M
川
出
見
砂
に
在
っ
て
、

臨
時
制
限
弁
に
在
っ
て
、

所
鎗

出
川
政
の
時
、
百
姓
又
は

d 

村
役
人
の
刑
に
防
縮
の
名
目
が
あ
っ
た
。
そ
の
陪
位

地
に
於
い
て
禁
倒
す
る
，も
の
で
あ
ら
う
。

ト
コ
ロ
ノ
ヲ
チ
所
ノ
ロ

路
島
都
七
尾
の
箇
名

を時間，
口
町
と
い
う
た
。
↓
ナ
ナ
ヲ
七
尾
。

ト
コ
ロ
ノ
ヲ
チ

所
ノ
ロ

路
島
郡
矢
問
郷
に
関

す
る
都
宮
問
。
割
前
多
本
宮
枇
縦
剛
山
武
三
年
八
且
廿
七
日

諒
翻
顕
の
判
部
に
、
気
多
本
宮
所
ロ
と
あ
っ
て
、
こ

れ
は
今
の
七
尾
小
丸
山
に
あ
っ
た
時
の
こ
と
で
あ

る
。
後
前
田
利
家
の
入
部
す
る
に
及
ん
で
、
気
多
木

宮
も
部
訴
も
共
に
明
前
野
に
移
さ
れ
た
。
そ
れ
が
今

の

m，
ロ
で
あ
る
。

ト
コ
ロ
ノ
ク
チ
ザ
イ
ジ
ユ
ウ

所
ノ
ロ
在
住

天

保
十
四
年
務
停
の
明
日
仰
を
磁
に
す
る
お
、
λ
持
組
の

士
を
怨
ん
で
能
殺
防

J

口
に
駐
在
せ
し
め
る
こ
と
に

し
た
の
を
い
ふ
。
但
し
舘
分
海
路
沼
紛
中
間
五
イ
日

宛
締
め
れ
ば
よ
い
と
の
命
で
あ
っ
た
。

ト
コ
ロ
J
h
y
チ
ジ

所

ノ
口
寺

腿
応
酬
州
第
多
本

宮
の
別
指
寺
で
あ
っ
た
と
い
J
が
.夙
に
脱
俗
し
た
。

能
呂
田
名
跡
志
に
、『
叙
多
本
宮
は
昔
は
枇
人
・獅
子
・副

品
川
容
多
く
あ
り
。
加
給
の
座
中
.は
所
，
ロ
寺
と
て
、

閥
分
寺
品
世
帯
な
り
と
い
ひ
川
田
へ

b
。
』
と
犯
す
る
。
気

多
本
宮
が
も
と
の
腕
，
口
即
ち
小
丸
山
に
在
っ
た
時

の
こ
と
で
あ
ら
う
。

ト
コ
ロ
ノ
ク
チ
ダ
イ
カ
ン

所
ノ
ロ
代
官

出
品

部
な
る
所
，
口
御
代
官
の
起
原
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

伴
喜
左
衛
門
の
勤
め
た
の
が
初
で
あ
ら
う
o
注
文
三

年
仲
に
代
っ
て
加
限
叉
右
術
門
が
任
ぜ
ら
れ
、
雨
後

一
人
役
と
し
て
迷
約
し
た
。

ト
コ
ロ

J
9チ
マ
チ
プ
ギ
ヨ
ウ

所

ノ
口
町
奉
行

そ
の
起
原
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
初
は
七
階
町
奉
行

と
い
ひ
、
民
長
十
九
年
に
三
輪
際
兵
衛
、
そ
の
後
に

大
到
久
兵
衛
の
名
が
見
え
る
。
叉
究
水
十

一
年
に
拍
仲

間
字
右
衛
門
、
正
保
中
に
不
破
源
六
、
成
治
三
年
に

五
九

所
惜
帥
逗
叫
凪

J
ツ
イ

思
隔
世
苦
左
衛
門
が
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
一
人
宛
で
平

士
役
と
な
り
、
元
職
十
五
年
か
ら
庇

J

口
町
覇
中
行
と

務
し
た
。

ト
コ
ロ
バ
ラ
ヒ
ツ
イ
ホ
ウ

ホ
ウ
指
紋
。

ト
コ
ロ
メ
ン

所
克

滞
政
の
附
、

m租
の
郁
朗

ち
兎
は
、
各
村
侍
に
門
止
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
そ
の
犯
の

位
で
知
行
と
し
て
給
す
る
お
A
n
に
あ
っ
て
は
、
之
を

防
犯
を
以
て
典
へ
る
と
い
う
た
。

一
般
に
は
知
行
お

に
桝
制
す
る
平
均
犯
だ
け
の
立
高
の
土
地
を
典
へ
る
の

で
あ
る
が
、
知
行
お
と
問
撒
の
雄
前
を
県
へ
て
、
両

元
な
ら
ば
向
指
の
位
、
下
必
な
ら
ば
下
犯
の
依
で
吹

納
せ
し
め
れ
ば
、
そ
れ
は
所
免
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た。
ト
サ
カ
イ
シ

難
冠
石

白
山
の
泊
所
，
組
問
地
泉
か

ら
の
A
W
叫
抑
制
万
耐
と
明
地
と
の
巾
棋
に
あ
る
大
石

で
、
形
献
の
似
た
る
を
以
て
名
づ
け
る
。

ト
ザ
カ
ト
ウ
ヱ

モ
ン

戸
坂
一
時
右
衛
門

羽
川
山

入
怖
の
人
定
、
制
川
町
を
花
協
と
い
う
た
。
日
千
ご
切

石
を
有
し
、
市
宇
柿
刀
を
併
さ
れ
、
最
も
到
底
に
力

を
椛
く
し
、
X
文
化
の
頃
か
ら
自
己
所
有
の
町
内
の
中

駿
泡
を
選
ん
で
保
政
務
侯
に
献
納
し
た
。
後
此
の
地

の
在
市
川
が
山
田
努
な
る
を
得
た
の
は
、
限
右
術
門
が
泌

〈
奥
州
市
部
地
方
か
ら
民
間
刊
を
移
入
し
て
附
山
県
し
た

た
め
で
あ
っ
た
。

ト
シ
イ
ヘ
キ
ヨ
ウ
プ
コ
ウ
オ
ポ
エ
ガ
キ

利
家
卿

武
功
回白
書
一
加
。
前
旧
利
家
が
天
文
二
十
年
地
川
町

お
訟
の
役
に
初
附
し
て
か
ら
、
天
正
十
一
年
江
州
志

旅
秒
以
の
役
に
十
主
る
ま
で
の
仲
間
切
を
把
す
る
。
此
由

自
に
よ
っ
て
利
家
が
孫
四
郎
と
椛
し
た
の
は
、
織
川

孫
三
郎
信
家
の
H
M
附
子
子
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
ふ

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ト
シ
イ
ヘ
コ
ウ
オ
ヤ
ワ

利
家
公
御
夜
話

』
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